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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人日本電気

計測器工業会 (JEMIMA) 及び財団法人日本規格協会 (JSA) から，工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。これによって，JIS C 1102-1 : 1997 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について，責任は

もたない。 

JIS C 1102 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS C 1102-1 第 1 部：定義及び共通する要求事項 

JIS C 1102-2 第 2 部：電流計及び電圧計に対する要求事項 

JIS C 1102-3 第 3 部：電力計及び無効電力計に対する要求事項 

JIS C 1102-4 第 4 部：周波数計に対する要求事項 

JIS C 1102-5 第 5 部：位相計，力率計及び同期検定器に対する要求事項 

JIS C 1102-6 第 6 部：オーム計（インピーダンス計）及びコンダクタンス計に対する要求事項 

JIS C 1102-7 第 7 部：多機能計器に対する要求事項 

JIS C 1102-8 第 8 部：附属品に対する要求事項 

JIS C 1102-9 第 9 部：試験方法 

JIS C 1102-2～9 は，JIS C 1102-1 と組み合わせて読むこと。 

JIS C 1102-1～8 は，同じ配列になっており，箇条番号も統一されている。 

さらに，表，図及び附属書は各規格の枝番号を付けて，識別しやすくしてある。 

これらは，この規格の利用者が異なる種類の計器に関する情報を区別しやすくするための編集である。 
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第 1 部：定義及び共通する要求事項 
Direct acting indicating analogue electrical measuring  

instruments and their accessories- 
Part 1 : Definitions and general requirements common to all parts 

 
序文 

この規格は，1997 年に第 5 版として発行された IEC 60051-1 を基に作成した日本工業規格であるが，技

術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて，附属書 JB に示す。 
 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この規格は，以下のアナログ表示の直動式指示電気計器に関する用語の定義及び共通的な要求事項につ

いて規定する。 

－ 電流計及び電圧計 

－ 電力計及び無効電力計 

－ 指針形及び振動片形周波数計 

－ 位相計，力率計及び同期検定器 

－ オーム計，インピーダンス計及びコンダクタンス計 

－ 上記を利用した多機能計器 

この規格は，次の附属品にも適用する。 

－ 分流器 

－ 直列抵抗器及び直列インピーダンス素子 

計器と組み合わせて調整した附属品は，計器と組み合わせた状態で適用する。 

この規格は，目盛が電気的入力量に直接には対応しないが，それらの関係が既知であるような直動式指

示電気計器にも適用する。 

この規格は，測定回路及び／又は補助回路に，電子デバイスを用いた計器及び附属品にも適用する。 

他の日本工業規格で規定されている計器には，その規格を優先して適用する。 

他の日本工業規格で規定されているデバイスを附属品として用いる場合には，その規格を優先して適用

する。 

この規格は，環境に対する保護及びそれに関連する試験を含まない。受渡当事者間で協定された場合に

は，環境に対する保護の試験は JIS C 60068 の規格群で実施する。 


